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検討した事案の概要 
―監査役の視点からのまとめ― 

 
 
（事案） 

 
（１）甲社不祥事の事案の概要 
（２）乙社不祥事の事案の概要 
（３）丙社不祥事の事案の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注意事項） 

 
・ 本事案概要は既に公表された第三者委員会の報告書等の資料を基に、ケース・スタディ委員会

の検討目的、すなわち監査役が不祥事の兆候（黄色信号）を感知した際に監査役がとった行動

に着目して事実関係を整理したものである。「事実関係を正確に網羅したものではなく、判り

易く単純化していること」並びに「監査役がとった行動について評価することを目的としたも

のではないこと」を予めご注意願いたい。 
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（１）甲社不祥事の事案の概要 

商品が実在していた商内を利用して架空取引・循環取引が行われたもの 

 

１．架空・循環取引の概略（一部） 

 

    【通常の取引】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （注） 

   甲社は原料を有償供給の上、一次加工品の製造をＢ社に委託し、Ｂ社が製造した一次加工品をＡ社に 

販売する。Ｂ社に供給する原料はＣ社から供給を受け、Ｃ社からＢ社に直接引き渡される。なお、一次 

加工品は製造後甲社の所有になるもＢ社にて保管、甲社が販売先（Ａ社）に販売した時点でＢ社から 

直接Ａ社に引き渡される。 

                                                     

 

 

 

 

    【架空・循環取引】 

 

                          

 

  

  ⑤代金 

 

                

 

   

                 

  (注) 

  通常の取引形態であるＢ社への一次加工品の製造委託から一次加工品の売買に変更。Ｂ社は 

原料をＣ社から直接購入し、Ｃ社はＡ社から生産物を購入することを装うことにより、循環 

取引が完成した。なお、甲社の帳簿上は、Ａ社に販売するまでの架空の一次加工品はＢ社に 

て保管していることになっていた。 

    

一次加工品の 

供給 

甲社 販売先（Ａ社） 

Ｂ社 

一次加工品の販売 

④ 一次加工品の 
販売（架空） 

甲社 販売先（Ａ社） 

Ｂ社 

② 生産物の販売（架空）

① 一次加工品の販売（架空） 

代金 

Ｃ社 

③ 原料の販売（架空） 

⑦ 代金 

一次加工品の 

製造委託 

（原料有償支給） 

⑥代金 

Ｃ社 

代金 
原料の販売 

生産物の販売 

⑧代金 
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２．不正取引の背景 

・資金力が脆弱な取引先からの売掛金回収のため、架空買取による販売先への資金供与 

・商品価格の低迷及び業績悪化から、売上目標達成へのプレッシャー 

など 

 

 

３．甲社不祥事の事案の概要（時系列） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会計監査人 

 

 

 

・一次加工品

保管先のＢ社

の工場及び倉

庫を監査 

 

・関係者への

ヒアリング 

 

 

 

 

 

証拠を発見で

きず、適正取

引と判断。 

担当役員 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何ら対応しな

かった。 

監査役の状況 

 

・工場及び倉庫群の実地監査を含めた内部監査を複数回実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・常勤監査役は監査役会に提出した監査調書の中で、具体的事実に

基づき架空売上や架空販売の可能性を指摘。 

・前任の当該事業担当取締役であった代表取締役には報告したが、

取締役会での報告は行っていない。 

約半年後、取引先（Ａ社）の告白により発覚 

常勤監査役は担当役員及び前担当役員に対し、架空取引・架空在庫

の疑いについて資料を提示して説明した。 

常勤監査役は会計監査人との面談で、架空在庫等の疑いが

あることを説明、詳しく見てほしい旨依頼した。 

常勤監査役と内部監査部長も立会う。 

倉庫に保管されているはずの一次加工品在庫を確認

できず、架空取引の疑いを強めた。 

不祥事の黄色信号 
 

・前任内部監査部長の内部監査報告書で、原料在庫の増加、保管料について社内決裁を取

るべきなどの指摘。 

・在庫の増加。経営会議で在庫過多の指摘。 

・内部監査部長は、関係帳簿等の分析・検討により架空取引・循環取引の疑惑を感知し、常勤

監査役に報告。 
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（２）乙社不祥事の事案の概要   財テクによる損失処理のためのファンド運用・M&A 等による飛ばし事件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

監査役の状況  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監 

査 

法 

人 

か 
ら 
の 
黄 

色 

信 

号 

中間監査概要報告書① 

「ファンドの投資先 X 社への投資額が多額」「X 社の事業計画は夢のようなもので、

投資評価のプロセスが問題。監査役も監査の視点に加えてもらいたい」 

中間監査概要報告書② 

「投資先 X 社について中間期の減損処理は行っていないが、今後の業績の状況によって

は、減損処理等を検討する必要がある」「X社は投資額が多大であり大きなリスク要因であ

る。業績見通しの見直しが必要になる可能性がある。」 

監査概要報告書 

・Y 社への FA 報酬は当初の買取価格５％を超え、再度の取締役会決議が必要と

なるのに、付議されなかったと指摘。  

・その後も、FA 報酬が高すぎるとの指摘あり。 

監査法人と監査役との協議５回。 

・報酬額の妥当性等について業務監査を実施するよう指摘された。 

監査法人から監査役会にコミュニケーションレターを提出。 

高額な報酬を支払うことに対する社内の検討過程、外部専門家によるチェックの有無、

支払先の妥当性についての社内の検討過程、について具体的な懸念事項を記載。 

発端（経営トップの行為） 
経営トップの主導により、ファンドや M&A を用いて含み損を抱えた金融

商品を極秘に飛ばす方策を検討。 

・連結対象外の事業投資ファンドを設立し、国内 X 社の株式を取得。 

・Y 社とフィナンシャルアドバイザー契約（FA 契約）を締結。M&A を通じ

てファンドに資金を注入し損失を埋め合わせるため。 など

監査役会の体制 
・経理・財務の知見者は不在か、 

トップから独立性のない者が就任

・監査役の独立性の欠如 

・内部監査部門との連携の欠如 

・監査役室スタッフの体制が脆弱 

など 

調査委員会の設置 
・監査役会は、弁護士・公認会計士等の外部専門家に調査報告を依頼。 

・調査依頼後、約１週間で報告書を受領。X社の株式取得及びFA報酬の支払いについて、

取締役に善管注意義務違反はないとの結論。 

・ただし、X 社の株式取得の対価又は FA 報酬の金銭のその後の流れは調査困難のため判

断要素から除外する等の留保あり。 
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 交代 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

監査役 

監査役の状況 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部通報により発覚 

新
任
社
長
か
ら
の
黄
色
信
号 

・新任社長が担当役員に対し、M＆A 疑惑に関する質問や資料提出要請を電子

メールで行い、他の全役員にも CC で送付された。 

・新任社長から調査依頼を受けた第三の監査法人の中間報告とそれを受けた社

長の書簡が電子メールで全役員に送付された。 

・中間報告では、不適切な行為が行われた可能性を排除することはできない旨、

また他の違法行為の可能性を報告。 

・新任社長の書簡では、実質的に価値のない企業の買収を主導した担当役員の

辞任が必要と記述。 

・臨時取締役会で議長から当日に新任社長解職の議案が上程された。 

所要時間５分足らずで、全員の賛成で可決。 

・監査役１名、会計監査人及び調査委員会の委員２名の間で、調査委員会の報告書

を説明。 

・会計監査人は監査役に対し、監査役会として監査役会の報告書の修正について検

討を要請。監査役会は特に追加の調査を行わなかった。 

・その後、会計監査人は単体・連結とも無限定適正意見を提出。 

優先株の買い取りが実施された場合の問題点を指摘 

「高額な FA 報酬は社会的に通らない。」「優先株の買い取りにつき会計上の問題あり。」

「一定期日までに優先株の買取の取消を取締役会で決定しなければ、監査報告書は提

出できない。」 

 

新
・
監
査
法
人 

監 

査 

法 

人 
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（３）丙社不祥事の事案の概要    元会長による子会社からの不正借り入れ事件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
辞任 
 

会計監査人の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査役の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・常勤監査役は、有報につ

いて、事業の概況、コーポ

レートガバナンスの状況等

を確認。経理の状況につ

いては、会計監査人から

指摘事項はないとの報告

を受けていた。 

経理担当取締役の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

 

 

 

（元会長は３月末までに完済せ

ず。） 

 

 

 

・第１四半期の連結パッケージから貸付の事実を知った。 

・貸付金の使途は丙社グループのための資金であると推測し、

違法行為の疑いはもたなかった。 

・以後、四半期決算毎に送られてくる連結パッケージによって貸

付等の推移を把握していった。 

・四半期決算毎の監査役会で、会計監査人から

の報告では問題ない旨の説明を受けていた。 

・会計監査人と常勤監査役は、子会社を往査。 

貸付担当者から事情聴取はしなかった。 

元 

会 

長

元会長 
・元会長が子会社の役員に、個人名義等の口座へ振込を要求。使途の説明はなし。 

・以降、１年以上の間に、子会社７社から元会長の預金口座等へ多数回の振込。 

・子会社では、振込について事前に取締役会で諮ることはなかった模様。 

・丙社の取締役会で、元会長や貸付を認識していた役員からの報告等もなかった。 

子会社からの報告により発覚 

 監査役の体制 
・常勤２名、社外非常勤３名。 

・専任の監査役スタッフはおら

ず、常勤監査役の監査業務

も監査室や関連事業部に依

存している面があった。 

元会長から借入の事実を

告げられ、翌年３月末まで

に返済する予定でも有報に

記載されるか質問された。 

・元会長と会計監査人の定例ヒアリング

元会長は貸付金を返済すると返答。

会計監査人は使途等を質問せず。 

・監査役会に経理担当取締役や

会計監査人が出席することもあ

ったが、貸付の報告はなかった。

経理担当取締役は元会長

に返済時期等を質問。第２

四半期までには返済する、

使途は事業の運転資金で

あるとの回答を得た。 


